
朝霞市建設工事遠隔検査試行要領

（目的）

第１条 本要領は、朝霞市（以下「発注者」という。）が発注する建設工事に

おいて、朝霞市工事検査規則（平成元年朝霞市規則第１２号。以下「規則」

という。）第２条第２号に基づく検査をＷｅb会議システム等により実施する

場合に必要な事項を定め、効率的かつ適正な検査を円滑に実施することを目

的とする。

（用語の定義）

第２条 本要領における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

（1） 検査員 規則第４条に定める工事検査員をいう。

（2） 検査 規則第２条第２号に定める検査をいう。

（3） Ｗｅｂ会議システム等 インターネットを介して、遠隔地にいる相手と

リアルタイムで映像や音声、資料等の共有を行うツールの総称（Ｔｅａｍ

ｓ、Ｚｏｏｍ、情報共有システムの遠隔臨場オプション等）をいう。

（4） 遠隔検査 Ｗｅｂ会議システム等を用いた検査をいう。この場合におい

て、検査の実施に関与する者の一部のみがＷｅｂ会議システム等を利用す

る方式によることもできる。

（適用の範囲）

第３条 本要領は、工事の中間検査における書類検査及びＷｅｂ会議システム

等を通じて検査員が確認するのに十分な情報を得ることができる水圧検査そ

の他の検査を対象として適用することができる。

２ 前項の遠隔検査を実施するに当たっては、契約締結後に受注者及び発注者

との間で協議を行い、その合意を得た工事について実施するものとする。

３ 発注者は、対象工事について、その旨を特記仕様書に明示するものとす

る。

４ 遠隔検査を実施する場合は、工事記録で報告すること。

（事前準備）

第４条 遠隔検査を実施する場合、受注者は工事記録において遠隔検査の実施

の旨及び次に掲げる事項を記載のうえ、発注者に提出しなければならない。

（1） 業務以外での利用を行わないこと。

（2） 受注者の接続回線にフリーＷｉ－Ｆｉを用いないこと。

（3） 使用する端末は、ＯＳのセキュリティパッチやソフトウェアアップデー

トが最新である等、情報セキュリティが確保されていること。

（4） 画面や音声が関係者以外の目や耳に触れない場所で利用すること。

（5） ミーティングルームには、施工計画書に記載された者以外接続させない



こと。

（6） その他、利用に際しては事前に受発注者で確認を行うこと。

２ 検査に先立ち、以下の各号を満たしていること。

（1） 検査員に遠隔検査の実施が検査依頼書等により通知されていること。

（2） 検査に必要な成果品データ及び紙成果品及び試験片等が検査員及び監督

員に事前に共有されていること。電子データの共有の方法は検査員及び監

督員が各自の端末から電子データを直接閲覧可能な状態であれば、ファイ

ルの送受信又は情報共有システム上での共有する等、方法を問わない。

（3） 検査に必要な通信環境及びＷｅｂ会議システム並びに情報共有システム

のユーザーＩＤ（情報共有システムを利用する場合）及び検査員の端末等

が準備され、接続が確認されていること。

（4） 設計書、入札関係書類、予定価格調書、契約書等の履行の確認に必要な

書類を遠隔検査で確認する場合は、全庁共有ストレージ等を用いて検査員

及び監督員の間で共有すること。

（遠隔検査の実施）

第５条 遠隔検査の実施にあたり、監督員がＷｅｂ会議システム等を主催す

る。ただし、情報共有システムの遠隔臨場オプション機能を利用する場合は

受注者が主催することができる。

２ 監督員は受注者の接続確認、画面共有機能の確認、カメラの確認を行う。

３ 受注者は検査員にＷｅｂ会議システム等の画面共有機能を用いて書類を表

示し、説明を行う。

４ 遠隔検査が行われた記録として、必要に応じてＷｅｂ会議システム等にお

いて監督員の画面を表示させた状態の画面キャプチャ又は当該画面を表示さ

せた端末を含めた写真等により、実施状況を記録するものとする。

（遠隔検査の費用）

第６条 遠隔検査にかかる費用については、受発注者間の協議を踏まえ、経費

に積上げ計上する。

２ 遠隔検査の実施にあたっては、従来の費用から追加で必要となる費用を計

上すること。なお、費用の計上は、受注者から見積を徴収し対応すること。

ただし、遠隔検査の実施にのみ遠隔臨場オプション契約を締結する場合に

は、Ｗｅｂ会議システムの利用を検討する等、適切な費用を積み上げること

に留意すること。

３ その他、費用の考え方等については、「建設現場の遠隔臨場に関する実施

要領」（埼玉県）を準用する。

（その他）



第７条 今後の適正な取組に資するため、受注者及び発注者等を対象としたア

ンケート調査等の依頼があった場合は対応すること。

２ 電波状況その他の事情により遠隔検査が中断された場合の対応について

は、あらかじめ受注者及び監督員との間で協議し、必要な取扱いを定めてお

くものとする。特に、年度末検査その他再検査の実施が困難となるおそれが

ある場合には、検査員と事前に調整を行い、検査日程の変更その他の対応を

検討するものとする。

（定めのない事項）

第８条 本要領に定めがない事項に関しては、「遠隔臨場による工事検査に関

する監督・検査実施要領（案）」（国土交通省）を準用するほか、受注者及

び監督員並びに検査員の協議により定めるものとする。

附 則

（施行期日）

１ この要領は、令和８年４月１日から施行する。

２ この要領は、前項の施行の日以後に公告又は契約する工事から適用す

る。

３ 前項の規定にかかわらず、施行の日より前に公告又は契約した工事につ

いても、受発注者間の協議により合意を得た場合は、本要領を適用するこ

とができる。


